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政労使による

カスタマーハラスメント対策

「Stop！カスハラ！
現場の声を法改正につなげよう」

UAゼンセン流通部門

副事務局長 杉澤 辰始
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ＵＡゼンセンの組織について
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流通産業の課題解決に向けた取り組み



産業政策に取り組むことが福祉の実現に！
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法律や制度で
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（税・社会保障など）

企業との交渉で
決まること

（労働条件など）

組合員一人ひとりの声・要望



参考）流通産業政策の位置付けのイメージ
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社会
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「流通・サービス産業に関する総合政策」の位置付け

• さらなる政策実現機能の強化が不

可欠であり、組織内議員、行政、業

界団体との連携強化はもとより、各

種団体との政策要請、意見調整を

図る重要性が一段と高まっている。

• そこで、2019年以降、これまでの流

通・サービス産業としての産業政策

課題を整理、明確にした総合的な

政策集を策定し、年度毎の更新を

行っている。
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カスタマーハラスメント対策



＜運動のきっかけ＞
流通･サービスの現場では「クレームとは理不尽なものであったとしても貴重な情報源である」という

教育のもと、業務改善やサービスの質の向上につなげてきた。一方「アパレルチェーンの土下座事件
（2013年）」や「配送業者へのチェーンソー襲撃事件（2017年）」など、刑法により罰せられる事
案が報道された。このことは、「お客様は神様」といった風潮を一つの背景とした「行き過ぎたクレーム
（カスタマーハラスメント）」について、流通・サービス現場での実態を把握し、組合員の悩みを解消する
ための運動の必要性を考える契機となった。

＜日本社会の現状＞
消費者の行動は常に正しいとの認識が強く、消費者からの意見に対しては不当なものであっても耐え

なくてはいけない風潮があり、そのことがモンスター化する消費者を助長させ悪影響を及ぼしている。さら
に、流通・サービス産業は、カスタマーハラスメントが起因していると考えられる退職者の増加、接客
応対の難しさから働く仕事として敬遠される傾向にあり、慢性的な人手不足となっている。

＜カスハラ対策が進まない原因＞
１．いき過ぎた顧客至上主義

～お客様は神様であるという意識～
２．企業対応の遅れ  

～企業イメージの悪化を過度に恐れる～
３．悪質クレームの基準がない

～悪質クレームの判断ができない～
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お客様は神様です。

「歌う時は、あたかも神前で祈るように、雑念を
払って澄み切った心にならねばならない。だからお
客様を神様とみて歌う」という、三波春夫氏のプロ
意識。
「金を払う客なんだから神様扱いしろ」と客側が要
求するものではない。

カスタマーハラスメント対策に取り組んだ背景と現状



関係４省庁との意見交換をスタート

＜経済産業省＞
流通の業界団体に対して、「悪質クレーマー

対策」の問題意識について、投げかけを実施す
る旨の回答を受けた
＜厚生労働省＞
業界別のストレス対策については現状把握で

きていないが、サービス業における特別なストレス
対策の必要性が認識された
＜消費者庁＞
悪質クレーマーに対する啓発活動について
＜警察庁＞
刑法に抵触する悪質クレーマーへの取り締まり

について

2015年
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内容抜粋

①感情労働者使用者は、勤労環境を改善し、感情労働従事者を人格

主体として配慮する内容のマニュアルを作成しなければならない

②感情労働者従事者の上司は、顧客とのトラブルが発生した時、顧客と

従業員双方の話を傾聴しなければならない

③甚だしく不当な要求をする顧客の場合、顧客の要求に応じない権利

を保障

④顧客との請願問題を人事及び勤務評価に過度に反映させて、無理な

感情労働をさせないようにする

【韓国】 ソウル特別市感情労働従事者の
権利保護に関する条例（2016年）
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取り組み抜粋

◼ 「No one Deserve a serve（誰も叱責されるいわれはな
い）」キャンペーンを展開し、様々なツールやメディアを使い教育や
意識啓発を実施。

◼コロナ禍でカスハラ問題は悪化したが、「I’m a father」、「I’m a 
daughter」等のバッジを身に着けることで、顧客とのポジティブな
会話のきっかけとなる。

◼刑法が整備され、小売労働者への暴力や恐喝行為は禁固刑の
対象となった。

【オーストラリア】SDA（店舗流通関連労組）
のキャンペーン
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デパートの売り場にて
「私たちが買い物をし、
働く場所は快適で安全な
場所であってほしい。
我々のチームと店内のお
客さまに優しく接してく
ださい。ご支援ありがと
うございます。」



【航空連合】機内迷惑行為防止法

機内迷惑行為防止法の制定は、

航空連合が議員立法として制定させた！！
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UAゼンセン実施アンケート結果（一部抜粋）
回答組合数 168組合 回答件数 50,878件

【設問①】業務中に来店客から迷惑行為に遭遇したことありますか

【設問②】迷惑行為から受けたご自身への影響を教えてください

【設問③】迷惑行為が近年増えていると感じていますか

【設問④】迷惑行為にあった時、あなたはどのような対応をしましたか

７４％が迷惑行為を経験

９０％が迷惑行為にストレスを感じている

５０％が迷惑行為が増えていると感じている

４０％が「謝りつづけた」と「何もできなかった」

2017年
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11月9日（木）NHKニュースウォッチ９で悪質クレーム調査結果が紹介される

2017年
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悪質クレーム問題についてメディアを通じ社会へ発信

要請後の記者レクで16社の取材を受け、
多くのメディアから取り組み事例が社会へ発信された

2017年
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内閣総理大臣宛【要請内容】

1.悪質クレームから労働者を
守る対策を講じること

2.悪質クレームの実態調査を
 実施すること

3.倫理的な消費行動を促す
啓発活動や教育を推進する
こと

啓発ビラ作製 署名活動
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2017年 2018年



悪質クレーム対策
啓発動画

悪質クレーム対策啓発動画の制作
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2019年

YouTubeで公開
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悪質クレーム対策啓発動画の制作



厚生省パワハラ防止検討会への意見具申を実施

連合との連携強化
→検討会では、悪質クレーム調査結果も共有した。

意見具申内容
→ハラスメント対策の行為者に消費者（第三者）も入れること。

結果
①顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為
については、無視できない状態であることが明らかになった。

②関係者の協力の下で更なる実態把握を行った上で、具体的な議論
を深めていく事が必要との認識が共有された。
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2019年



6月 ハラスメント法案の施行

７、事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや

「顧客等からの著しい迷惑行為」に関し行うことが望ましい取組の内容が記載

【例えば・・】

（１）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（２）被害者への配慮のための取組

（３）他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい

迷惑行為による被害を防止するための取組

【また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、

業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じ

た必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と考えられる】

2020年6月施行の改正労働施策総合推進法の指針の中で、「顧客等からの著
しい迷惑行為に関して行うことが望ましい取り組み」として、初めて明示された。
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2020年



国会での取り組み

2020年
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議員の働きかけにより作成されたポスター 24



消費者教育推進会議 緊急時の消費者行動について(令和3年1月13日) 25



１．調査目的 職場で起こっている悪質クレーム（迷惑行為）の実態について調査し、傾向を分析する。また、
調査内容は具体的な事例も示す調査とし、結果については、関係諸団体への要請活動時に
提示する資料として活用する。

２．調査対象 サービス業に従事しているUAゼンセン所属組合員

３．調査期間 2020年７月10日～９月23日

４．回答組合数 233組合 回答件数 26,927件

カスタマーハラスメント対策アンケート調査（第２弾）実施

国会フォーラム開催「カスタマーハラスメント」実態調査 緊急報告会
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2020年



１．顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る

関係省庁連携会議（2021年1月21日）

 （１）厚生労働省が令和4年2月完成をめざし、カスタマーハラスメントガイドライン作成を

進めるため1,700万の予算を確保

 （２）厚生労働省・経済産業省・国土交通省・警察庁・消費者庁が会議に参加

厚労省がカスタマ―ハラスメント対策に着手

厚生労働省予算にカスハラ対策を計上

カスタマ―ハラスメント対策等の推進 3,000万円の予算確保

顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントや就職活動中の学生等に対する
セクシャルハラスメント等の対策を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルによる
研修の実施や就活ハラスメント対策事例集の作成を行う。

厚生労働省に対して、マニュアル内容が労働者を保護するものになっているかの確認を進め、「マ
ニュアル提示を早期にする」「効果的な研修の開催」について意見交換を実施。
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2021年

2022年



厚生労働省カスタマ―ハラスメント企業対策マニュアルを整備

厚生労働省は、2022年2月25日（金）
①カスタマ―ハラスメント対策企業マニュアル
②カスタマーハラスメント対策リーフレット
③カスタマーハラスメント対策啓発ポスター を公表
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2022年



田村まみ議員

→厚生労働委員会

・薬事法の改正により

薬剤師・登録販売者の

名札への本名記載を

姓のみ又は氏名以外の

を記載することを認める

その後、国土交通省

（バス・タクシー乗務員）

にも適用
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◆あなたは直近2年以内で迷惑行為被害にあったことがありますか。 

あった なかった

2020年
割合 56.7% 43.3%

件数 15,256 11,648 

2024年
割合 46.8% 53.2%

件数 15,508 17,625 
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あった なかった

2020年

2024年

１．調査目的 職場で起こっているカスタマーハラスメントの実態について調査した

①従業員の安心・安全な職場環境の構築に向けた法制化などの具体的な成果につなげる

②コロナ後のカスタマーハラスメントの実態をつまびらかにし、世論喚起につなげる

③カスタマーハラスメント対策に向けた各所属組合の労使議論の推進につなげる

２．調査対象 サービス業に従事しているUAゼンセン所属組合員

３．調査期間 2024年1月18日～3月18日

４．回答組合数 210組合 回答件数 33,133件

2020年

2024年

カスタマーハラスメント被害にあった方の割合は46.8％であり、2020年と比較すると減少しており、この間の社会
喚起や企業労使の取り組みの成果と推測できる。

カスタマーハラスメント対策アンケート調査（第３弾）実施

30

2024年



国会フォーラム開催「カスタマーハラスメント実態調査」 緊急報告集会

2024年
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カスタマーハラスメント対策 国の動き

・カスタマーハラスメントに対し、「企業横断的に取り組みが進むよう対策強化が必
要、事業主の雇用管理上の 措置義務とすることが適当」

・「労働者の就業環境が害されるもの」であるとして、小売 業・公共交通機関・
学校現場・医療介護福祉等の幅広い業種・業態でみられることから、具体的な
事例を収集して分析することが必要
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2024年8月
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労働政策審議会 雇用環境・検討分科会

厚生労働省が労使などでつくる審議会において、「カスハラ」から労働者を守るため、
厚生労働省は企業に対策を義務づける方針を決定。

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001365096.pdf

2024年12月

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001365096.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001365096.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001365096.pdf


業界団体の動き

・スーパーマーケット３団体連名のポス
ターを作成

・日本フランチャイズチェーン協会、日本
薬剤師会などの業界団体もポスターを

 作成し加盟企業への配布を実施

・厚労省の委託事業として、スーパーマー
ケット３団体も含め、政労使でガイドラ
イン・マニュアルを作成

・百貨店協会は独自のマニュアルを策定 
(非公開 加盟企業にのみ共有)

・チェーンドラッグストア協会が独自のカス
ハラマニュアルを策定

・流通産業以外でもガイドライン、マニュア
ル作成の動きが始まる
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2025年



業界団体の動き

35

2025年3月
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カスタマーハラスメント対策（医療・介護分野等での取り組み）



１．調査目的：他産業と異なり顧客は「患者・利用者・家族」という特徴がある産業としての実態調査
２．調査対象：UAゼンセン、ヘルスケア労協で働いている胃腸・介護分野の組合員
３．調査期間：2023年11月～2024年1月
４．回答件数：7,164件（看護職38.4％、介護職14.7％、医療技術職12.8％、事務職29.5％）

過去3年間に「患者・利用者・家族」から迷惑行為の被害経験は44.4％。
→看護職では54.9％と過半数を占めている。

UAゼンセン（総合サービス部門）とヘルスケア労協による共同調査

37



38

カスタマーハラスメント対策（医療・介護分野等での取り組み）

2025年2月28日
「患者・利用者・家族からのカスタマー
ハラスメントに関するシンポジウム」を開催
→医療・介護の現場で深刻化するハラスメ

ントに実態や、カスタマーハラスメント対策
の必要性について議論を交わした。

→他産業とは異なる医療・介護職特有の
事案が発生している事を確認。



労働施策総合推進法など関連法の改正案 閣議決定2025年3月
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「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」の

国会における審議経過

【衆議院】
令和７年３月11日 第217回通常国会提出（閣法第50号）

５月８日 衆議院厚生労働委員会 付託
５月９日                 〃  提案理由説明
５月13日 〃  参考人質疑
５月14日 〃 質疑１回目
５月16日 〃  質疑２回目、採決
５月20日 衆議院本会議             可決（同日、参議院へ送付）

【参議院】
令和７年５月21日 参議院厚生労働委員会 付託

５月22日                〃 提案理由説明
５月27日                〃 質疑１回目
５月29日                〃 参考人質疑・質疑２回目
６月３日                 〃 採決
６月４日 参議院本会議              可決、成立

６月11日 法律公布（令和７年法律第63号）
カスタマーハラスメント対策の義務化は令和8年10月1日～ 40



カスタマーハラスメント対策 自治体の主な動き

＜条例施行済み＞

◆東京都：2025年4月1日施行 ◆北海道：2025年4月1日施行
◆群馬県：2025年4月1日施行 ◆三重県桑名市：2025年4月1日施行（「氏名公表」）
◆愛知県：2025年10月1日施行 ◆岡山県岡山市：2025年11月26日施行。

＜条例検討中＞
◆大阪府：条例制定に向けた有識者会議を継続。2026年の施行を視野に検討
◆神奈川県：県庁内で基本方針は策定済み。条例化に向けた議論を継続
◆三重県：「50万以下の罰金又は拘留、過料」を科す案、パブリックコメントで禁止命令の公表を追加

2026年９月県議会への条例案提出及び、2027年４月の施行をめざす
◆栃木県：2025年12月に条例案の概要を公表。パブリックコメントを実施
◆神奈川県：県庁内で基本方針は策定済み。条例化に向けた議論を継続
◆埼玉県：カスタマーハラスメント防止条例を2026年12月19日に制定。2027年7月1日施行
◆島根県美郷市：美郷町カスタマーハラスメント禁止条例検討（2026年2月1日施行予定）
◆茨城県城里町：町議会に「カスタマーハラスメント防止条例」を提出（2025年12月10日施行）

＜対応マニュアル等作成＞
◆兵庫県：姫路市、加西市、尼崎市、西宮市、神戸市、三田市、明石市、伊丹市、川西市

＜その他の動き＞
◆秋田県：多様性に満ちた社会づくり基本条例において、禁止する対象を定め、その中に「カスタマーハラスメ

ント」が含まれた（2022年4月1日）。
◆岡山県岡山市：消費者教育推進計画（第2次・2023年度～5年間）にカスハラの啓発に関する項目を

盛り込んだ。政令市では初の取り組み。
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●職場のハラスメント対策として要求

職場におけるハラスメントは労働者の人権を侵害する重大問題であると認識し、顧客や取引先からの暴力、
悪質なクレーム等の著しい迷惑行為についても、職場におけるハラスメントとして対策を整備を整備するよう労
使で取り組む。

・企業トップによる社内外へのメッセージの発信

・会社の方針の明確化と社内周知

→顧客や取引先からの迷惑行為に対する対応方針の明確化

 →ガイドラインや行動マニュアル、ポスターなどの配布・掲示

 →管理職研修・従業員研修の定期的な実施

・労働協約や就業規則など社内規則への明記

 →行為者への対処方針の明確化 ・非利益取り扱い禁止の明確化

・相談窓口や対応責任者の選任、外部専門機関との連携など相談体制の整備

・ハラスメント対応事案のルール化と対応整備

 →プライバシー保護のためのルール化と対応マニュアルの作成

・従業員アンケートなどによるハラスメントの実態把握

・ハラスメントの要因を解消する取り組みの推進

 →定期的な面談やコミュニケーションスキル向上のための取り組み

 →適正な業務目標の設定と業務体制の整備

春の統一労働条件交渉（カスタマーハラスメント対策の要求方針）
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取組内容 具体例

労使での実態把握 ・組合員実態調査を実施し、集計結果を踏まえ、解決に向けて労使協議を
実施する

相談窓口の設置 ・お客様相談室で対応。店舗だけで悩まず随時相談対応
・産業カウンセラーを設け、メンタルヘルス相談の設置

労使協定締結 ・カスタマーハラスメント防止の労使協定化およびカスタマーハラスメント対策ガ
イドラインの策定

・カスタマーハラスメント防止に向けた「労使共同宣言」の締結
・名札、レシート等への従業員名記載の見直し

ガイドライン・
マニュアルの策定

・カスタマーハラスメントに特化した「クレーム応対マニュアル」の作成
・労使の専門タスクにてガイドラインを作成し周知を図っていく

教育研修の実施 ・カスタマーハラスメント対応WEBセミナーを受講出来るように進める
・従業員を守る対策の実施、相談窓口の周知、管理職教育、クレームが
発生しないよう接客教育の実施

・会社会議の場において全従業員にカスタマーハラスメント対応の教育を行う

労使委員会の設置 ・労使委員会の中で定期的な問題提起、解決を図る
・労使協議会で、発生事例等について確認し再発防止に向けて協議する

トップメッセージの
発信

・トップメッセージ「ハラスメントは許しません!」などの発信（カスタマーハラスメン
トを含む）

・店頭において、お客様向けにカスタマハラスメント防止の動画広告を掲載 44

会社回答（カスタマーハラスメント対策の具体例）



ご清聴ありがとうございました

https://uazensen.jp/hara-taisaku-page/

https://uazensen.jp/hara-taisaku-page/

UAゼンセン カスタマーハラスメント対策関連資料はこちら↓
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